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(54)【発明の名称】 内視鏡装置

(57)【要約】
【課題】  観察像内に明るすぎる部分等が存在しても、
観察に適した明るさに設定して、内視鏡検査し易い内視
鏡像が得られる内視鏡装置を提供する。
【解決手段】  光源装置３の光源ランプ２１の光はレン
ズ２２等を経てその光路上に２次元的に多数配置された
マイクロミラー要素を持つ光変調デバイス２５により反
射されて電子内視鏡２の像伝送機能を持つライトガイド
８に入射され、伝送されて被写体側に２次元的に広がる
ように照射され、ＣＣＤ３５で撮像されて内視鏡像がモ
ニタ５に表示され、その際被写体を照明した場合の各照
明エリアに寄与する各マイクロミラー要素とＣＣＤ３５
による画素との対応情報は予め制御回路２９のメモリに
格納されており、被写体像で明るすぎる部分が存在する
と判別回路４４で判別されてその部分の照明に寄与する
マイクロミラー要素による反射光量を抑制するように光
変調デバイス２５を駆動制御し、内視鏡検査し易い内視
鏡像が得られる様にした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被写体を撮像する撮像デバイスと、該被
写体に照明光を供給する光源ランプとを有する内視鏡装
置であって、
前記光源ランプの光路上に設けられ、光束を制限する複
数の光学要素を２次元配列させた光変調デバイスと、
前記複数の光学要素を所定の領域のなすように制御する
制御手段と、
前記制御手段より制御された光学要素を介した照明光を
被写体に導光させ得られる配光位置を、前記撮像デバイ
スにて撮像された映像信号により検出する検出手段と、
前記検出結果を配光位置情報として記憶する記憶手段
と、
前記撮像デバイスによって得られた被写体の映像信号の
平均値を検出する検波手段と、
前記平均結果と前記撮像デバイスより得られた映像信号
とを比較する比較手段と、
前記比較手段の結果に基づき、前記記憶手段より前記配
光位置情報を読み出し、読み出された情報に基づいて、
前記光学要素を制御する制御手段と、
を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】  被写体に照明光を供給する光源ランプ
と、
前記光源ランプの光路上に設けられ、光束を制限する複
数の光学要素を２次元配列させた光変調デバイスと、
前記複数の光学要素を介し、２次元配列により複数の光
束に分割された第１の整列光束を前記被写体に照射し、
且つ前記被写体から第１の整列光束の反射光を伝送し複
数の光束に分割された第２の整列光束を形成する像伝送
可能な導光手段と、
前記複数に分割された第２の整列光束の光路上の各々に
前記反射光を検出する複数の撮像画素を２次元配列させ
た撮像デバイスと、
前記撮像画素の検出結果に基づいて、前記光学要素を制
御する制御手段と、
を備えたことを特徴とする内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡による診
断、検査などを行う内視鏡装置、詳しくは輝点部分等が
存在しても観察に適した明るさ範囲に設定可能とする医
療用または工業用の内視鏡装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、内視鏡は医療用分野及び工業用分
野で広く用いられるようになった。体内などを観察する
場合、反射強度が大きすぎるような部分が存在すると、
その部分は非常に大きな輝度となり、その部分の状態を
観察できなるなるような場合がある。このため、内視鏡
により体内空洞の観察を行う際に、湿った粘膜の表面に
点状の反射輝点を消失させる方式がＤＥ１９７４１６１

2
６で提案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ＤＥ１
９７４１６１６では、光変調デバイスとＣＣＤの画素が
対応されるようになっていなかった。従って、輝点部分
をなくすために内視鏡より照明される光を制御すると、
輝点以外の部分まで暗くなり、観察に支障をきたす事が
あった。
【０００４】輝点に対応する光変調デバイスの制御につ
いての機能の開示がなかった。つまり、光変調デバイス
とＣＣＤの画素を一致させることについてＤＥ１９７４
１６１６に記載が無く、機械的に一致させる方法も考え
られるが、実際には一致させるための構造が精密になり
すぎると実現することが困難となってしまうことが考え
られる。
【０００５】似たような方式で、ハレーション部を抑制
する方式が、特開平３－７０２９５に提案されている
が、内視鏡先端にランプを配置するというもので、細か
い範囲の制御には多数のランプが先端に必要となってし
まう。また、特開平４－１２０５０７では、画像周縁部
の配光特性（シェーディング）を改善しようとするもの
であるが、輝点部分をなくすために内視鏡より照明され
る光を制御することはできない。
【０００６】画像の位置及び明るさの情報から光透過率
係数を設定して、制御の際には液晶の画素を駆動するよ
うになっており、このような操作は内視鏡検査以前に行
われている。したがって、観察対象の明るさ分布または
輝点の分布が変わっても、それを補正しようとするもの
ではなかった。
【０００７】特開平１１－５３９２３では、照明状態を
均一にするようにしており、得られる内視鏡の画像は逆
にハレーションや輝点が発生してしまうものであった。
ハレーションは、観察視野内の近傍に反射率の高い組織
などがあった場合に、いわゆる白飛びを起こすもので、
また、輝点は粘膜組織の水分を含む部分に発生するもの
で、反射率の高い部分の照明光を暗くしないとこれらの
現象をなくすことができない。つまり、照明光を均一に
するのではなく、照明部分に応じて照明光分布を変える
ことが必要になり、特開平１１－５３９２３ではこの課
題の解決が図れるものではなかった。
【０００８】（発明の目的）本発明は、上述した点に鑑
みてなされたもので、観察像内に明るすぎる部分等が存
在しても、観察に適した明るさに設定して、内視鏡検査
し易い内視鏡像が得られる内視鏡装置を提供することを
目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】被写体を撮像する撮像デ
バイスと、該被写体に照明光を供給する光源ランプとを
有する内視鏡装置であって、前記光源ランプの光路上に
設けられ、光束を制限する複数の光学要素を２次元配列
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させた光変調デバイスと、前記複数の光学要素を所定の
領域のなすように制御する制御手段と、前記制御手段よ
り制御された光学要素を介した照明光を被写体に導光さ
せ得られる配光位置を、前記撮像デバイスにて撮像され
た映像信号により検出する検出手段と、前記検出結果を
配光位置情報として記憶する記憶手段と、前記撮像デバ
イスによって得られた被写体の映像信号の平均値を検出
する検波手段と、前記平均結果と前記撮像デバイスより
得られた映像信号とを比較する比較手段と、前記比較手
段の結果に基づき、前記記憶手段より前記配光位置情報
を読み出し、読み出された情報に基づいて、前記光学要
素を制御する制御手段と、を設けることにより、撮像デ
バイスからの出力信号に例えば明るすぎるような部分が
存在しても比較手段による出力信号で光変調デバイスの
駆動を制御してその明るすぎる部分に寄与する光学要素
からの照明光を制限することにより、観察に適した明る
さに設定して内視鏡検査し易い内視鏡像が得られるよう
にしている。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図８及び図１６は本発
明の第１の実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態
の内視鏡装置の外観を示し、図２は図１の構成を示し、
図３は図２の主要部を光変調デバイスとＣＣＤ画素との
対応付けの作業動作の様子を示し、図４はピーク点検出
回路の構成を示し、図５は光変調デバイスのエレメント
と光伝送手段としてのライトガイドのファイバ径との関
係を示し、図６は初期設定時における光変調デバイスと
ＣＣＤ画素との対応付けの処理内容を示し、図７は内視
鏡観察時における輝点／暗点が存在した場合に適正な明
るさに補正する処理を行う処理内容を示し、図８は図７
における動作説明図を示し、図１６は判別回路の内部構
成を示す。
【００１１】図１に示す本発明の第１の実施の形態の内
視鏡装置１は電子内視鏡２と、この電子内視鏡２に照明
光を供給する光源装置３と、電子内視鏡２に内蔵された
撮像素子に対する信号処理を行うカメラコントロールユ
ニット（以下、ＣＣＵと略記）４と、ＣＣＵ４からの映
像信号を表示するモニタ５とから構成される。
【００１２】電子内視鏡２は可撓性を有する細長の挿入
部６と、この挿入部６の後端に設けられた太幅の操作部
７と、この操作部７の側部から延出され、照明光を伝達
する光伝達手段としてのライトガイド８（図２参照）が
挿通されたライトガイドケーブル９と、操作部７の後端
から延出された信号線１１（図２参照）が挿通された信
号ケーブル１２とを有し、ライトガイドケーブル９の端
部のライトガイドコネクタ１３は光源装置３のライトガ
イドコネクタ受け１４に着脱自在で接続され、また信号
ケーブル１２の端部の信号コネクタ１５はＣＣＵ４の信
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号コネクタ受け１６に着脱自在で接続される。
【００１３】光源装置３にはその前面にはライトガイド
コネクタ受け１４の他に、電源スイッチや操作パネル１
７が設けてあり、この操作パネル１７には初期設定スイ
ッチ１８が設けてある。また、ＣＣＵ４の前面には信号
コネクタ受け１６や操作パネル１９が設けてある。
【００１４】図２は図１のより具体的な構成を示す。光
源装置３は照明光を発生する例えば高輝度で発光する放
電管タイプの光源ランプ２１を内蔵し、この光源ランプ
２１で発生した照明光はその光路上に配置した集光レン
ズ２２により、ランプ２１の光分布を均一化させるイン
テグレータ２３に入射され、このインテグレータ２３で
均一化された光はコリメータレンズ２４により平行な光
束の光にされて、その照明光路上に配置された反射型の
光変調デバイス２５に入射され、この光変調デバイス２
５で反射された光は結像する結像レンズ２６により、ラ
イトガイドコネクタ受け１４に装着されたライトガイド
コネクタ１３の端面から光伝達手段（導光手段）として
の像伝送機能を持つライトガイド８に入射される。そし
て、被写体側に２次元的な広がりを持ちよう持つように
照射される。
【００１５】本実施の形態ではライトガイド８は、整列
型の光学ファイバ繊維を束ねたもの、つまり、一方の端
面のファイバの配列と他方の端面でのファイバの配列と
が同じで、従って光学像を伝送する機能を持ついわゆる
イメージガイドと同様のファイバ配列にしたもので、照
明光を伝達できるようにしたものである。
【００１６】また、光変調デバイス２５は光路上に２次
元的な広がりを持ち、平行な光束の一部がそれぞれ入射
されるように例えば正方格子状に２次元配列された多数
の微小なミラーエレメントをシリコンチップ上に配置
し、各ミラー（エレメント）の対角線を中心に安定した
２つの状態間で回転するヨーク上に保持部材により保持
され、水平方向に±１０゜の角度変化を出来るようにし
た素子で、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデバイス）
と呼ばれるもので、本実施の形態では例えば８００×６
００の２次元配列エレメントのものを用いる。
【００１７】この光変調デバイス２５はＤＭＤ制御信号
生成回路２７で生成されたＤＭＤ制御信号によりＤＭＤ
駆動回路２８からのＤＭＤ駆動信号が印加されることに
より駆動される。
【００１８】そして、例えば＋１０°となるように駆動
されたミラーで反射された光は結像レンズ２６に入射さ
れる光路から外れてライトガイド８には入射されない遮
光状態（ＯＦＦと略記することもある）になり、また－
１０°となるように駆動されたミラーで反射された光は
結像レンズ２６に入射されライトガイド８に正しく入射
される照明に寄与する状態（ＯＮと略記することもあ
る）になり、またこれらの中間の値に設定されるとその
中間の状態に応じて制限された光がライトガイド８に入
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射される等する。
【００１９】つまり、光変調デバイス２５に印加するＤ
ＭＤ駆動信号により、各ミラーの反射特性が制御され、
－１０°に設定されたもので反射された光は照明に寄与
し、－１０°に設定されたミラーで反射された光は照明
に寄与しないようになる。また、ＤＭＤ制御信号生成回
路２７は制御回路２９により制御される。この制御回路
２９にはＣＣＵ４側から制御信号が入力される。
【００２０】なお、光源装置３にライトガイドコネクタ
１３が装着された場合、ライトガイド８と光変調デバイ
ス２５との関係を常に同じ状態に保持（ロック）するた
め、ライトガイドコネクタ１３はライトガイドコネクタ
受け１４に周方向の位置決めピンなどの位置決め機構を
介して取り付けられるようにしている。
【００２１】そして、このライトガイド８により伝達さ
れた光は、挿入部６の先端部３１に固定された先端面か
らさらに投射する光学レンズ（プロジェクションレン
ズ）３２により、被写体側に投射され、被写体側を２次
元的に照明する。
【００２２】先端部３１には、この光学レンズ３２が取
り付けられた照明窓に隣接して設けた観察窓に対物レン
ズ３４が取り付けてあり、被写体の光学像を結ぶ。この
結像位置には固体撮像素子として、例えば電荷結合素子
（ＣＣＤと略記）３５が配置されており、このＣＣＤ３
５により光学像は光電変換される。なお、ＣＣＤ３５の
撮像面には光学的に色分離する色分離フィルタ３６が設
けてあり、各画素毎にＲ，Ｇ，Ｂ等に色分離する。
【００２３】このＣＣＤ３５は信号線１１により、ＣＣ
Ｕ４と接続され、ＣＣＵ４内のＣＣＤ駆動回路４１から
ＣＣＤ駆動信号が印加されることにより、ＣＣＤ３５で
光電変換された撮像信号が読み出され、ＣＣＵ４内の映
像信号処理回路４２に入力され、標準的な映像信号が生
成され、モニタ５に出力され、被写体像がカラー表示さ
れる。
【００２４】ＣＣＤ駆動回路４１と映像信号処理回路４
２とにはタイミングジェネレータ（ＴＧと略記）４３か
らタイミング信号が入力され、このタイミング信号に同
期して、ＣＣＤ駆動信号の生成などを行う。
【００２５】また、映像信号処理回路４２で生成された
輝度信号は、この輝度信号から輝点か否か等を判別する
判別回路４４と、ＣＣＤ画素と光変調デバイス２５のマ
イクロミラーエレメントとの位置の対応付けを行うため
のピーク点検出回路４５とに入力されるようにしてい
る。
【００２６】この場合、初期設定をするときは、輝度信
号がピーク点検出回路４５に入力される。そして、後述
するように光変調デバイス２５のマイクロミラーエレメ
ントの１つをＯＮ状態に設定して、被写体側を照明し、
その場合はこの１つＯＮしたマイクロミラーエレメント
による照明エリアのみが明るく照らされ、この状態での
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撮像で検出される輝度信号のピーク点を検出し、そのピ
ーク点でのアドレスデータを保持して制御回路２７に出
力することをマイクロミラーエレメントの全てに対して
行うことにより、光変調デバイス２５による各照明位置
（照明エリア）に寄与したマイクロミラーエレメントと
その場合の照明位置を撮像したＣＣＤ画素との１体の対
応付けを行った位置情報のデータを制御回路２７は得る
ことができるようにしている。
【００２７】つまり、初期設定時は映像信号処理回路４
２からの輝度信号がピーク点検出回路４５に入力され、
またこれに同期してＴＧ４３により輝度信号のアドレス
がピーク点検出回路４５に入力される。入力された輝度
信号とアドレスはピーク点検出回路４５で１フレーム中
の各画素の輝度を比較しピーク点に対応するＣＣＤ３５
の画素のアドレスを制御回路２９に入力し光変調デバイ
ス２５と１対１の対応付けを行うメモリに格納される構
成となっている。
【００２８】この初期設定の後、通常の内視鏡使用時で
は輝度信号が判別回路４４に入力される。そして、制御
回路２９には判別回路４４の出力信号により、光変調デ
バイス２５を制御する動作を行う。そして、例えば、
（制御前に起こり得る）輝点部分に照射される光量を低
減して、輝点が発生しないで、観察し易い反射強度とな
るように光変調デバイス２５を制御する。また、暗点部
分に対してはその部分に照射される光量を増大して暗点
が発生しないで、観察し易い反射強度となるように光変
調デバイス２５を制御する。
【００２９】この制御回路２９は、初期設定時に初期設
定スイッチ１８からの指示により内部のＣＰＵ４７（図
３参照）がＴＧ４３を初期設定モードに切り替え、映像
信号処理回路４２からの輝度信号はピーク点検出回路４
５に入力され、ＣＣＤ３５の画素と光変調デバイス２５
の要素の位置対応を行い、通常時ＣＰＵ４７がＴＧ４２
を通常モードに切り替え、映像信号処理回路４２の輝度
信号は判別回路４４に入力され、輝点或いは暗点を補正
する補正信号を生成しＣＰＵ４７が輝点或いは暗点がで
きる部分の照明を行う光変調デバイス２５の２次元配列
エレメントによる反射光量を制御する。
【００３０】上記判別回路４４、ピーク点検出回路４５
及び制御回路２９にはＴＧ４３からタイミング信号が入
力され、このタイミング信号に同期した動作を行うよう
にしている。また、ＤＭＤ制御信号生成回路２７にもＴ
Ｇ４３からタイミング信号が入力され、このタイミング
信号に同期した動作を行うようにしている。
【００３１】制御回路２９は図３に示すように動作プロ
グラムを格納しているＲＯＭ４６と、ＲＯＭ４６からプ
ログラムを読み出し、対応する制御動作を実行するＣＰ
Ｕ４７と、実行するための主記憶装置としてのＲＡＭ４
８と、ＣＰＵ４７によって１対１に対応されたアドレス
データを格納し、光変調デバイス２５を制御するときに
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7
（ＣＣＤ３５の画素との対応付けの）アドレス信号が読
み出されて使用される１対１アドレスメモリ４９とで構
成されている。
【００３２】また、上記ピーク点検出回路４５の構成を
図４に示す。映像信号処理回路４２からの輝度信号Ｙは
比較回路５１（の非反転入力端）に入力されると共に、
第１のラッチ回路５２のデータ入力端Ｄに印加され、ま
た、第２のラッチ回路５３のデータ入力端ＤにはＴＧ４
３からのタイミング信号（より具体的にはＣＣＤ３５か
ら読み出されて生成された映像信号の輝度信号の水平及
び垂直位置に対応したアドレス信号）が印加されるよう
にしている。
【００３３】これら第１のラッチ回路５２及び第２のラ
ッチ回路５３のラッチイネーブル端子ＥＮには比較回路
５１の出力信号が印加され、またこの比較回路５１の基
準側の（反転）入力端には第１のラッチ回路５２の出力
端Ｑからの信号が入力され、また、第２のラッチ回路５
３の出力端Ｑの信号は制御回路２９のＣＰＵ４７に入力
されるようにしている。
【００３４】また、第１のラッチ回路５２はＣＰＵ４７
からリセットできるようにしている。そして、後述する
ようにＣＣＤ画素と光変調デバイス２５のマイクロミラ
ーエレメントとの１対１の対応付けを行うアドレスデー
タが第２のラッチ回路５３に保持され、そのアドレスデ
ータがＣＰＵ４７に送られ、ＣＰＵ４７から１対１アド
レスメモリ４９に格納される。
【００３５】図５（Ｂ）は本実施の形態における光変調
デバイス２５の要素（エレメント）の大きさとライトガ
イド８の端面に結像された場合におけるファイバの径と
の関係を示している。なお、図５（Ａ）はライトガイド
８を示す。光変調デバイス２５により制御された光が結
像レンズ２６によってライトガイド８の端面に結像され
た場合におけるファイバの径と光変調デバイス２５の要
素の大きさが一致している場合は問題ない。
【００３６】さらに、光変調デバイス２５の要素の大き
さとライトガイド８のファイバの径が、要素の大きさ＞
ファイバ径のような関係の時は、光変調デバイス２５の
１要素（１エレメント）分の光は観察部位に伝送され、
それに対応したＣＣＤ３５の画素と１対１に記憶できる
ため問題ない事を図５は示している。
【００３７】このように構成された本実施の形態の作用
を以下に説明する。初期設定スイッチ１８をオンする
と、映像信号処理回路４２の輝度信号の出力信号がピー
ク点検出回路４５へ入力され、その後の通常動作時には
判別回路４４へ輝度信号が入力されるようになる。
【００３８】ＤＭＤ制御信号生成回路２７には、光変調
デバイス２５の２次元配列エレメント毎に対応した輝点
信号によるマイクロミラーの２次元配列エレメントを行
と列のマトリックスで制御する信号が入力される。上記
画素のアドレス対応の説明を図６のフローチャート及び
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図３の説明図及び図４のピーク点検出回路４５を参照し
てまず説明する。
【００３９】電子内視鏡２を光源装置３及びＣＣＵ４に
接続した状態で内視鏡検査を行う前に光変調デバイス２
５とＣＣＤ画素の関係付けを行う作業をする。光源装置
３及びＣＣＵ４の電源をＯＮすると、図６のステップＳ
１に示すように制御回路２７のＣＰＵ４７はフロントパ
ネル１７に設けた初期設定スイッチ１８の入力を受け付
ける状態となる。
【００４０】この初期設定スイッチ１８をオンすると、
ステップＳ２に示すように、ＣＰＵ４７はＤＭＤ制御信
号生成回路２７を介してＤＭＤ駆動回路２８からの駆動
信号を制御し、一旦、光源装置３からの照明光が出力さ
れない遮光状態となるようにように光変調デバイス２５
のＤＭＤ全ミラーを＋１０°に駆動する。
【００４１】そして、ステップＳ３に示すように、エレ
メントがａ（初期値は１）のミラーを一つ－１０°に駆
動し、このａのミラーのみで反射された光が出力がされ
るようにする。このａのミラーで反射された光要素はラ
イトガイド８の端面に結像され、その結像された部分の
ファイバで先端面に伝送され、光学レンズ３２により、
被写体面に投射される。図３ではａのミラーのみで反射
され、ファイバで伝送されて被写体面に投射された投射
要素をａ′で示し、この投射要素ａ′部分のみが明るく
照らされることになる（従って、この投射要素ａ′を撮
像した部分の信号の輝度が最大（ピーク）となる）。
【００４２】そしてその場合の被写体像はＣＣＤ３５で
撮像され（ステップＳ４）、映像信号処理回路４２に入
力されて輝度信号が生成され（ステップＳ５）、ピーク
点検出回路４５に入力し（ステップＳ６）、図４に示す
ピーク点検出回路４５の内部の比較回路５１で入力され
てくる各画素ｂ（最初の画素ではｂ＝１）の輝度信号を
リファレンスと比較する（ステップＳ７）。
【００４３】この比較により輝度信号がリファレンス
（Ｒｅｆ）より高いか否かを判断し（ステップＳ８）、
リファレンスより高い場合には、比較回路５１の出力は
Ｈｉになり、第１のラッチ回路５２をイネーブルにし、
入力されてきた輝度信号が保持され（ステップＳ９）、
それに連動して第２のラッチ回路５３もイネーブルにさ
れ、第１のラッチ回路５２に保持された輝度信号のタイ
ミングの（ＴＧ４３による）アドレスデータが第２のラ
ッチ回路５３に保持される。
【００４４】第１のラッチ回路５２により保持されてい
る輝度信号は、比較回路５１の基準入力端に入力される
ようになり、次の信号と比較する時のリファレンスにな
る（ステップＳ１０）。
【００４５】一方、ステップＳ８の判断において、入力
された輝度信号がリファレンスより低い場合にはステッ
プＳ１１の１フレーム終了のトリガ有りかが判断され、
１フレーム終了時に入力されるトリガが無い場合には、
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ステップＳ１２の次の画素（ｂ＋１）を画素ｂ（この場
合にはｂ＝２）としてステップＳ７に戻る。そして、同
様にその画素ｂの輝度をリファレンスと比較し、リファ
レンスより高いか否かを判断する等の処理を繰り返す。
【００４６】上述のように、比較回路５１のリファレン
スより高い輝度レベルのとき、比較回路５１の出力がＨ
ｉとなり第１のラッチ回路５２の保持データ（リファレ
ンス信号データ）が更新され、同時に第２のラッチ回路
５３もアドレスデータが更新されることになる。
【００４７】このようにして、１フレーム分の画素に対
して順次比較されたことが行われると、ステップＳ１１
で１フレーム終了時のトリガが入力され、１フレーム終
了のトリガ有りとＣＰＵ４７は判断し、ステップＳ１３
に移り、ラッチされた輝度をピーク点としたアドレスの
生成（保持）処理を行う。
【００４８】第２のラッチ回路５３で保持されているア
ドレスがピーク点画素のアドレスであり、ＣＰＵ４７に
そのアドレスが出力され、ステップＳ１４に示すように
ＣＰＵ４７は光変調デバイス２５の２次元配列エレメン
トとＣＣＤのピーク点の画素アドレスが１対１の対応が
されたアドレスデータを（例えばａに対応するアドレス
で）１対１アドレスメモリ４９に格納する。
【００４９】ただし、ＣＰＵ４７は１フレームの比較終
了の判断をした時、第１のラッチ回路５２をリセットさ
せる。なお、図４のアドレス信号と、輝度信号は所定の
ビット幅を持った信号であり、かつＴＧ４３で同期が取
れている。
【００５０】次にステップＳ１５に示すように全ミラー
を駆動したか否かの判断を行い、これに該当しないの
で、次の１つのミラーを駆動するためにステップＳ１６
に示すように全ミラーを遮光状態に駆動し、次の画素の
ミラー（ａ＋１）をミラーａとしてステップＳ３に戻
り、そのミラーａをー１０°に駆動し、その場合でのピ
ーク点画素のアドレスを保持して、そのアドレスデータ
を（例えばａ＋１に対応するアドレスで）１対１アドレ
スメモリ４９に格納する。
【００５１】さらにＣＣＤ画素の明るさのピーク点をピ
ーク点検出回路４５において前記比較方法で同様に検出
し、上記のようにしてその位置関係を１対１アドレスメ
モリ４９に格納していく。これをＤＭＤの全要素のピー
ク点検出、比較、そして格納が終るまで順次行われ、す
べてのアドレスを順次格納し終えたらステップＳ１５か
らステップＳ１８に移り、１対１アドレスマップ完成と
なり、この処理を終了する。これによってＤＭＤの各ミ
ラーの位置とこれに対応するＣＣＤ３５の画素との関係
が決められる。
【００５２】例えば、図３でＤＭＤミラーを矢印で示す
ように順次駆動状態に設定すると、被写体側には光点の
投影要素が矢印で示すように形成されてゆき、ＣＣＤ３
５で撮像された投影要素の光点のアドレスが検出されて
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その場合のアドレスデータが１対１アドレスメモリ４９
に格納されるていく。
【００５３】また、ＤＭＤミラーの２次元配列エレメン
トの数とＣＣＤの画素数が異なる場合、複数の２次元配
列エレメントをグループ化し、順次駆動させることで、
ＤＭＤのミラーとＣＣＤの画素の関係づけを前記手段を
用いて同様に行うことができる。
【００５４】また、１対１アドレスメモリ４９は複数の
メモリで構成され、初期設定時の各アドレスの読み込み
は、初期設定スイッチ１８を設けた操作パネル１７から
の設定により複数のメモリに順次格納されていくように
なっており、通常時の設定では、光変調デバイス２５と
ＣＣＤ３５の１対１対応されたアドレスの中から、輝点
信号アドレスに対応したアドレス信号がランダムに読み
出される構成になっている。
【００５５】次に、通常使用時の図２の判別回路４４の
動作を図７のフローチャート及び図８の動作説明図を参
照して説明する。電源が投入されてＣＣＵ４等が動作状
態になると、ＣＣＤ３５はＣＣＤ駆動回路４１で駆動さ
れ、ＣＣＤ３５で撮像された信号は映像信号処理回路４
２に入力されて信号処理され、図７のステップＳ２１に
示すようにこの映像信号処理回路４２から出力されるＣ
ＣＤ３５の各画素毎の輝度信号が判別回路４４に入力さ
れる（読み込まれる）。
【００５６】この場合の輝度信号の１例を図８（Ａ）に
示す。図８（Ａ）では画素ｎの輝度信号をｆ（ｎ）で示
している。判別回路４４ではステップＳ２２に示すよう
に１フレームの平均値を演算する。平均値をｆａｖと
し、画素数をｅとすると、平均値は図８（Ｂ）に示すよ
うに表される。
【００５７】次に判別回路４４はステップＳ２３に示す
ように各画素と平均値の差分を演算する。また求められ
た差分の絶対値を求める。また、ステップＳ２４に示す
ように輝度信号に対し、平均値ｆａｖから正負の基準値
αを加減算してＣＣＤ３５の最適な輝度レベル範囲（基
準範囲ともいう）を設定する。これを図８（Ｃ）に示す
（基準範囲は、レベルｆａｖ－αからレベルｆａｖ＋α
の範囲である）。
【００５８】そしてステップＳ２５に示すように最適な
輝度レベル範囲から逸脱している輝点／暗点かの判断を
行い、逸脱していない部分に対して補正を行わないよう
にし（ステップＳ２６）、逆に最適な輝度レベル範囲か
ら逸脱している場合には逸脱している極性（輝点か暗
点）を判別する（ステップＳ２７）。判別された様子を
図８（Ｄ）に示す。
【００５９】そして、その逸脱する極性と逸脱している
値に応じて補正値を決定する（ステップＳ２８）。
【００６０】この補正値の決定の後、逸脱している部分
を最適な輝度レベル範囲に設定する補正信号を生成する
（ステップＳ２９）。この補正信号が判別回路４４から
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制御回路２９に出力される。
【００６１】そして、制御回路２９からは、光変調デバ
イス２５の２次元配列エレメントに対応した補正信号と
そのアドレス信号がＤＭＤ制御信号生成回路２７に出力
され、光変調デバイス２５の各２次元配列エレメントが
観察部位に最適な光量を供給できるようにパルス幅変調
（以後ＰＷＭと表示する）の制御をする制御信号を生成
する（ステップＳ３０）。
【００６２】図８（Ｅ）は光変調デバイス２５の１エレ
メントのＯＦＦ時間を長くし照射光量を減少する補正を
行う場合の図を示し、図８（Ｆ）はＯＮ時間を長くし照
明光量を増加する補正を行う場合の図を示す。なお、図
８（Ｅ）及び（Ｆ）で上側は補正しないエレメントの場
合のＰＷＭの制御信号を示し、下側が補正を行う場合の
ＰＷＭの制御信号を示す。そして、ＤＭＤ駆動回路２８
によって各２次元配列エレメントが駆動される。
【００６３】図１６は判別回路４４の内部構成を示した
ものである。判別回路４４は映像信号処理回路４２に入
力された輝度信号を平均検波する平均値検出手段１５２
と、この平均値検出手段１５２からの出力に所定のオフ
セットレベルを設けて明部及び暗部の判別レベルを設定
する判別レベル設定手段１５３ａ，１５３ｂと、入力さ
れた輝度信号と判別レベル設定手段１５３ａ，１５３ｂ
にて設定された判別レベルとを比較するコンパレータ１
５４ａ，１５４ｂと、入力された輝度信号から判別レベ
ルを減算し、明部及び暗部の補正信号として出力する減
算部１５６ａ，１５６ｂと、コンパレータ１５４ａ，１
５４ｂの比較結果に基づいて、減算部１５６ａ，１５６
ｂの補正信号を選択する選択部１５５で構成されてい
る。
【００６４】映像信号処理回路４２より入力された輝度
信号は平均値検出手段１５２にて平均検波され、平均結
果は判別レベル設定手段１５３ａ，１５３ｂで所定のオ
フセットレベルを加算および減算することで判別レベル
に生成され、オフセットレベルを加算された明部判別レ
ベルはコンパレータ１５４ａの反転入力端に入力され、
オフセットレベルを減算された暗部判別レベルはコンパ
レータ１５４ｂの非反転入力端に入力されている。
【００６５】また、映像信号処理回路４２より入力され
た輝度信号はコンパレータ１５４ａ，１５４ｂに入力さ
れ、入力された輝度信号が明部の場合、コンパレータ１
５４ａに入力されている明部判別レベルより高ければコ
ンパレータ１５４ａの出力はＨｉｇｈとなり、入力され
た輝度信号が暗部の場合、コンパレータ１５４ｂに入力
されている暗部判別レベルより低ければコンパレータ１
５４ｂの出力はＨｉｇｈとなる。
【００６６】更に、映像信号処理回路４２より入力され
た輝度信号は減算部１５６ａ，１５６ｂにて判別レベル
を減算し、明部補正信号と暗部補正信号が生成される。
生成された明部補正信号と暗部補正信号は選択部１５５

12
に入力され、コンパレータ１５４ａの出力がＨｉｇｈの
場合、選択部１５５は明部補正信号を選択し、コンパレ
ータ１５４ｂの出力がＨｉｇｈの場合、選択部１５５は
暗部補正信号を選択し、輝度信号が明部判別レベルより
低く、暗部判別レベルより高い場合には両コンパレータ
１５４ａ，１５４ｂは共にＬｏｗを出力するので、選択
部１５５はＧＮＤレベルを選択し、図８のＤに示した補
正信号を制御回路２７に出力している。また、コンパレ
ータ１５４ａ，１５４ｂの出力のＯＲゲートをとること
により、明部／暗部位置パルス信号として制御回路２７
に出力している。
【００６７】以上の作用をまとめると以下のようにな
る。内視鏡使用前に、前記関係づけの操作をフロントパ
ネル１７により行う。このフロントパネル１７の初期設
定スイッチ１８を入れると、接続されているライトガイ
ド８において、光変調デバイス２５の要素と、撮像する
ＣＣＤ３５の画素との１対１の対応付けのデータが生成
される。
【００６８】この初期設定の操作において光変調デバイ
ス２５を１エレメントづつ光らせ、その光をＣＣＤ３５
で撮像し、ピーク点検出回路４５でピーク点検出を行
い、そのピーク点を光変調デバイス２５に１対１対応し
た画素としてメモリに書き込む。順次光変調デバイス２
５のエレメントを光らせ、同様に１対１の対応をさせ、
順次書き込む。全エレメントが終了した時１対１のアド
レスマップが完成する。その後に、内視鏡を体腔内に挿
入し観察を行う。
【００６９】内視鏡観察時、ＣＣＤ３５により撮像され
てきた信号が映像信号処理回路４２に入力される。映像
信号処理回路４２からの輝度信号は判別回路４４におい
て前記演算方法で輝点／暗点を判別し、補正信号とし制
御回路２９に出力する。
【００７０】制御回路２９から補正信号の検出されたＣ
ＣＤ画素と光変調デバイス２５の位置関係をＣＰＵ４７
によって１対１アドレスメモリ４９から読み出しアドレ
ス信号としてＤＭＤ制御信号生成回路２７に出力させ
る。
【００７１】入力された補正信号とアドレス信号によ
り、被写体に供給する光量が適切になる明るさレベルに
なるよう前記ＰＷＭにより制御信号が生成され、ＤＭＤ
駆動回路２８で補正信号の検出された部位に照射される
アドレスに対応した光変調デバイス２５の画素を制御す
る。
【００７２】ここで、前記ＰＷＭ制御は、ＣＣＤ３５の
最適な光量との差分である補正信号によりパルス幅の変
調を行うものである。前記作用により、被写体に供給さ
れる光をＣＣＤ３５の画素と、光変調デバイス２５の画
素を１対１対応させた制御をすることで、適切な光量で
撮像されないような粘膜組織の例えば輝点部分におい
て、その輝点に対応するＣＣＤ３５の画素に１対１対応
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する光変調デバイス２５の２次元配列エレメントの反射
光量を制御することで、明るすぎて見ずらい輝点部分の
みに供給される光量を減少させ、観察しやすい明るさに
設定して観察し易い内視鏡像を得られる。また、暗点部
分に対してもその部分への照射光量を増大させて暗いた
めに観察しにくい部分を明るい画像として観察すること
ができる。
【００７３】このように本実施の形態によれば、以下の
効果がある。光変調デバイス２５と撮像素子としてのＣ
ＣＤ３５の画素と１対１対応させ、被写体の形状に応じ
て供給する光を制御することで観察しやすい内視鏡像が
得られる。
【００７４】また、本実施の形態によれば、殆どリアル
タイムに近い状態で常に観察し易い内視鏡像が得られ
る。つまり、明るすぎて白飛びしたり、暗すぎて識別し
にくいような部分が存在するような粘膜部分などの被写
体を内視鏡検査した場合、本実施の形態によれば、明る
すぎる部分に対しては直ちにその部分を照明するミラー
での光量を抑制し、逆に暗すぎる部分に対しても直ちに
その部分を照明するミラーでの光量を増大させるように
制御し、適正な明るさの内視鏡像が常時得られるように
制御する。なお、内視鏡検査において、それぞれの光伝
送パターンに対応できるように１対１アドレスメモリ４
９は書き換え可能のメモリである。また、ＣＰＵ４７に
よる補正信号のアドレス対応の高速動作させるためＲＡ
Ｍ４８をＳＲＡＭに変え使用することもできる。
【００７５】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図９を参照して説明する。図９（Ｂ）は図
５（Ｂ）と異なり、光変調デバイス２５の要素（エレメ
ント）の大きさ＜ライトガイド８のファイバ径のような
関係のときは光変調デバイス２５の１要素を光らせても
ライトガイド８による被写体への出射光は１対１に対応
しない。
【００７６】光変調デバイス２５の要素よりもファイバ
径が大きい場合には、例えば図９（Ｂ）のように光変調
デバイス２５の要素の複数（図９（Ｂ）では４要素）を
グループ化し、ファイバ１つに対応付けしている。な
お、図９（Ａ）はライトガイド８を示す。
【００７７】このように光変調デバイス２５の要素をグ
ループ化さて、グループ内の画素を同時に駆動させるよ
うに制御し駆動させることにより前記作用と同様の効果
が得られる。
【００７８】また図３の下側に示すように、前記グルー
プ化と、ＣＣＤ３５と光変調デバイス２５の１対１対応
と、制御回路２９によるピーク点検出とにより光伝送手
段とっしてのライトガイド８が非整列の場合において
も、ＣＣＤ３５が撮像したピーク点の１画素と光変調デ
バイス２５の位置を対応させることで、前記光伝送手段
が整列された場合の輝点制御と同様の効果が得られる。
【００７９】なお、図３ではライトガイドの入射端側で
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はその上の図に示す矢印のように光を入射させた場合に
出射端側ではランダムに出射される非整列タイプのライ
トガイドの場合を示している。
【００８０】（第３の実施の形態）次に本発明の第３の
実施の形態を図１０を参照して説明する。本実施の形態
では、光変調デバイスとＣＣＤの関係づけを照明と光学
系を同一の光学系で同時にできるようにしたものを示
す。
【００８１】図１０に示す内視鏡装置６１は硬性内視鏡
６２とこの硬性内視鏡６２に装着されるアダプタとして
のテレビカメラ６３と、硬性内視鏡６２に照明光を供給
すると共に、映像処理を行う光源・ＣＣＵ装置６４と、
内視鏡像を表示するモニタ６５とから構成される。
【００８２】硬性内視鏡６２は硬質で細長の挿入部６６
とこの挿入部６６の後端に設けられた把持部６７と、こ
の把持部６７の後端に設けられた接眼部６８とを有す
る。
【００８３】この挿入部６６の先端の（照明窓の機能を
兼ねる）観察窓には対物レンズ７０が設けてあり、この
対物レンズ７０による光学像は像伝送光学系としてのリ
レーレンズ系７１で伝送される。
【００８４】このリレーレンズ系７１で伝送された光学
像は接眼部６８の接眼レンズ７２と、テレビカメラ６３
のカメラヘッド部７３に設けた結像レンズ７４によりビ
ームスプリッタ７５を介してＣＣＤ７６に結像される。
なお、このＣＣＤ７６は色分離フィルタを備えたカラー
撮像素子である。
【００８５】また、カメラヘッド部７３から延出された
ケーブル内には、光伝送手段として像伝送機能を持つイ
メージガイドで構成された整列タイプのライトガイド７
７が挿通され、このライトガイド７７の出射側となる端
面はビームスプリッタ７５に対向配置され、このライト
ガイド７７の入射側の端面はコネクタ７８から突出して
光源・ＣＣＵ装置６４に接続される。
【００８６】光源・ＣＣＵ装置６４内にはランプ７９が
設けてあり、このランプ７９はランプ電源回路８０から
のランプ点灯電源が供給されることにより点灯し、赤外
カットフィルタ８１を経て反射ミラー８２で反射され、
光変調デバイス２５に入射され、ＤＭＤ駆動回路８３で
駆動されるこの光変調デバイス２５で光変調されてライ
トガイド７７の入射側の端面に入射される。
【００８７】そして、ライトガイド７７により伝送さ
れ、ビームスプリッタ７５を透過し、レンズ７４、７
２、さらにリレーレンズ系７１で挿入部６６の先端側に
伝送され、対物レンズ７０を経て被写体側に投射され
る。
【００８８】そして、被写体側で反射された光は逆の光
路を経てビームスプリッタ７５に入射し、このビームス
プリッタ７５で反射されてＣＣＤ７６に像を結び、光電
変換される。このＣＣＤ７６は信号線８５により、コネ
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クタ７８を経てＣＣＤ駆動回路８６と入力信号処理回路
８７とに入力される。
【００８９】入力信号処理回路８７では、ＣＣＤ７６の
信号を増幅するとともに、ＣＤＳ（相関二重サンプリン
グ）を行い、ＣＣＤ画素に対する明るさの信号成分を出
力するようになっている。
【００９０】入力信号処理回路８７の出力は映像信号処
理回路９１に入力され、映像信号処理回路９１により映
像信号が生成され、モニタ６５にて内視鏡像が観察出来
るようにしている。
【００９１】また、入力信号処理回路８７からの輝度信
号を明部／暗部検出回路８９に入力し、輝度信号のレベ
ルを検出させ、ＴＧ１５１から明部／暗部が検出された
信号に対応するアドレス入力を行い、制御回路９０を介
してＤＭＤの２次元配列エレメントの明部／暗部に対応
する反射光量を制御できる。ここで、ＴＧ１５１はそれ
ぞれ回路に所定の同期された信号を出力し、各回路の動
作タイミングを同期させている。
【００９２】また、パネル９２は明るさ設定を行う明る
さ設定回路１５０を介して制御回路９０に接続されてい
る。そして、パネル９２から輝度検出のレベルの設定、
輝度検出した場合にどの程度の明るさに抑制設定するか
の明るさ設定等を行えるようにしている。制御回路９０
はＤＭＤ制御信号生成回路９０ｂを介して光変調デバイ
ス２５を駆動するＤＭＤ駆動回路８３に信号を出力し、
ＤＭＤ駆動回路８３より光変調デバイス２５が駆動され
る。
【００９３】ＣＣＤ７６と光変調デバイス２５との関係
は光伝達手段としてのライトガイド７７により伝送され
た光変調デバイス２５の２次元像とＣＣＤ７６とがハー
フプリズム（或いはビームスプリッタ）７５で位置関係
が一致するように設けられている。この場合、ＣＣＤ７
６の画素と光変調デバイス２５のマイクロミラーの数を
一致させるのが好ましいが、必ずしも一致させなくても
同様の効果を得る事が出来る。本実施の形態において、
内視鏡を体内腔に適応させて粘膜による輝点があった場
合には明部／暗部検出回路８９により検出された輝点の
位置に応じて光変調デバイス２５のミラーが－１０°に
駆動され、その位置への照明光量を減らして暗くして輝
点の発生抑制して、観察に適したレベルにする事が出来
る。
【００９４】また、暗点部分に対してもその部分での照
射光量を増大させて観察し易い明るさとすることもでき
ることはいうまでもない。
【００９５】本実施の形態は、第１の実施の形態と異な
り、光変調デバイス２５とＣＣＤ７６の画素の関係付け
を行う操作をしなくても同様の効果が得られる。つま
り、ハーフプリズム７５を設け、照明光と撮像系を同軸
化したことにより、前記１対１対応を行うことなく光変
調デバイス２５の制御により被写体に供給される光量を
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制御できる。
【００９６】（第４の実施の形態）次に本発明の第４の
実施の形態を図１１を参照して説明する。なお、第３の
実施の形態と構成の同一部分は説明を省略する。この内
視鏡装置６１′は硬性内視鏡６２とこの硬性内視鏡６２
に装着されるアダプタとしてのテレビカメラ６３と光源
装置９４とＣＣＵ９５とモニタ６５とからなる。
【００９７】また、硬性内視鏡６２の挿入部６６の先端
に設けた対物レンズ７０による像はリレーレンズ系７１
で後方に伝送され、接眼レンズ７２、結像レンズ７４に
より、１／４波長板９７、偏光ビームスプリッタ９６を
介してＣＣＤ７６に結像する。この偏光ビームスプリッ
タ９６における１／４波長板９７と反対側にライトガイ
ド７７の出射側の端面が配置され、その他端はコネクタ
７８により光源装置９４に接続される。
【００９８】また、ＣＣＤ７６に接続された信号線８５
はこのコネクタ７８からさらに延出され、ＣＣＵ９５に
接続される。光源ランプ７９からの照明光は偏光プリズ
ム９８に入力され、偏光面で一方向のみに反射し、反射
した光は光変調デバイス２５に入射される。この光変調
デバイス２５は本実施の形態では反射型液晶素子を使用
している。
【００９９】反射型液晶は液晶セル（エレメント）と光
反射膜を有し、印加される電圧により液晶の透過率を変
化させ、液晶を通過した光を光反射膜で反射させて出射
する構造になっている。光反射膜は偏光生を持ち、Ｓ波
で入射した光はＰ波に偏光されて出射されるようになっ
ている。つまり、液晶セルを通過しない光は液晶で吸収
されるようになっている。
【０１００】この光変調デバイス２５の反射光は偏光プ
リズム９８に入射し、偏光プリズム９８の反射面を通過
した光は結像レンズ９９でライトガイド７７の入射端面
に、光変調デバイス２５の２次元配列像が結像されるよ
うにして入射され、このライトガイド７７により他端面
に伝送され、偏光ビームスプリッタ９６にＰ偏光（偏光
ビームスプリッタ９６の境界面（入射面）に平行な偏光
状態で入射されるように設定されている。
【０１０１】この偏光ビームスプリッタ９６はＰ偏光の
光は透過し、Ｓ偏光（入射面に垂直な偏光状態）の光は
反射する特性を持つ。従って、この場合には、偏光ビー
ムスプリッタ９６を透過し、１／４波長板９７に入射
し、この１／４波長板９７を通すことにより、円偏光の
光となり、リレーレンズ系７１により伝送され、対物レ
ンズ７０を経て観察部位側に照射され、観察部位側から
の戻り光は逆の光路をたどり、１／４波長板９７を通す
ことにより、Ｓ偏光の光にされて偏光ビームスプリッタ
９６に入射し、この偏光ビームスプリッタ９６で反射さ
れてＣＣＤ７６に被写体の像を結ぶ。
【０１０２】また、ＣＣＵ９５は図１０で示した構成と
一部異なる構成となっている。明部／暗部検出回路８９
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の出力は制御回路９０ａに入力され、この制御回路９０
ａはシリアルＩ／Ｆ１００ａと接続され、シリアルＩ／
Ｆ１００ａと接続される通信線を経て光源装置９４側の
シリアルＩ／Ｆ１００ｂと双方向の信号の伝送を可能に
している。このシリアルＩ／Ｆ１００ｂはＤＭＤ制御信
号生成回路９０ｂと接続され、このＤＭＤ制御信号生成
回路９０ｂは光変調デバイス２５を駆動するＤＭＤ駆動
回路８３を制御する。
【０１０３】また、ＣＣＵ９５のパネル９２は図１０の
場合と同様に明るさの設定を行う明るさ設定回路１５０
を介して明部／暗部検出回路８９に接続されている。そ
の他は図１０と同様の構成である。本実施の形態によれ
ば、反射型液晶素子を用いても第３の実施の形態とほぼ
同様の作用及び効果を有する。
【０１０４】また、パネル９２から明るさの設定を行う
ことにより、輝度検出の明るさレベルをユーザが自由に
設定して、ユーザの好みの明るさの画像が得られるよう
に設定することもできる。
【０１０５】なお、本実施の形態においても、暗点部分
に対してもその部分での照射光量を増大させて観察し易
い明るさの内視鏡像が得られるようにできる。また、反
射型液晶は吸収型でなく、入射光を散乱または屈折させ
るようなものも使用可能である。
【０１０６】（第５の実施の形態）次に本発明の第５の
実施の形態を図１２及び図１３を参照して説明する。な
お、第１の実施の形態と同様の構成は同じ番号を付し、
その説明は省略する。本実施の形態では、テーパと呼ば
れる光学部品を用い、整列タイプの光伝達手段において
効率よく光を被写体に供給し、さらに新規操作パネルを
備え、光変調デバイスの光量制御を観察者の任意に応じ
て部分制御できるようにしたものである。
【０１０７】図１２に示すように第５の実施の形態の内
視鏡装置１Ｂは、図２の内視鏡装置１において、光変調
デバイス２５による照明光を制御する新規操作パネル１
０１を備え、また、図２の光源装置３における集光レン
ズ２６の代わりにテーパ１０２を設けた光源装置３Ｂを
採用している。
【０１０８】この光源装置３Ｂでは、テーパ１０２と呼
ばれる周知の光学部品を用い光変調デバイス２５からの
照明光を効率よく整列型の光伝達手段としてのライトガ
イド８に入射させるようにしている。
【０１０９】また、映像信号処理回路４２からの映像信
号は新規操作パネル１０１に入力され、図１３に示すよ
うに新規操作パネル１０１を構成する液晶モニタ１０３
等の表示面に内視鏡像を表示し、かつ液晶モニタ１０３
による表示面の前面には透明部材で形成されたタッチパ
ネル１０４等の位置検出センサが取り付けてあり、タッ
チパネル１０４に指を触れると触れた位置の信号が制御
回路２９に入力され、被写体に供給される照明光を制御
できる構成にしている。
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【０１１０】つまり、映像信号処理回路４２から撮像さ
れた内視鏡像が伝送され、液晶モニタ１０３でモニタで
き、液晶モニタ１０３の前面のタッチパネル１０４に観
察者が触れると液晶モニタ１０３に表示されている内視
鏡像のゾーンに対応した光変調デバイス２５の複数の２
次元配列エレメントが制御される。タッチパネル１０４
の信号は制御手段２９に接続され光量を制御できる構成
になっている。
【０１１１】ここで、周知のアナログ容量結合方式と呼
ばれるタッチパネル１０４の原理的な構成を図１３で説
明する。図１３（Ａ）の矢印１０６で示すようにタッチ
パネル１０４の４隅に設置されている電極から電圧がか
けられる。
【０１１２】次に、電極から電界が広がり、画面に均一
な電圧の電場を作り出される。指が１０７の部分のタッ
チパネル１０４に触れると、タッチパネル１０４の各辺
から指までの距離１０８に比例した電流が流れる。それ
ぞれの電流値に基づき、図示しないコントローラが指の
位置座標を計算する。
【０１１３】図１３（Ｂ）に示すようにタッチパネル１
０４はゾーン分割されており、上記構成により得られた
位置座標に対応したゾーンの信号が制御回路２９により
光変調デバイス２５の複数画素で構成されているゾーン
の反射光量を選択制御する構成である。
【０１１４】また、新規操作パネル１０１には選択スイ
ッチ１０９が設けてあり、タッチパネル操作により、選
択された部分を明るくしたり、暗くするモードの切り替
えを行うことができる。
【０１１５】タッチパネル操作により明るくしたい時
は、ゾーンを選択し操作することで明るくでき、暗くし
たい時は、選択スイッチ１０９により切り替えを行い、
同様の操作で暗くすることができる。
【０１１６】また、タッチパネル１０４はアナログ容量
結合方式の例を説明したが、超音波方式等のような同様
の操作でおこなうタッチパネルセンサであればどのよう
なタッチパネルセンサを用いてもよい。
【０１１７】次に本実施の形態の作用を説明する。内視
鏡観察において、被写体の状態、形状等によりＣＣＤ３
５で撮像し得られる内視鏡像の輝度が異なる。モニタ５
に映し出される内視鏡像と同じ映像が新規操作パネル１
０１の液晶モニタ１０３に映し出され、例えば、凹凸が
激しい体腔内の観察において暗すぎる部分、または明る
すぎる部分が出てくる。第１の実施の形態で基準となる
基準範囲の明るさに変更されるが、観察者によっては明
るすぎたり、暗すぎると感じる場合がある。
【０１１８】そのような場合には、観察者は、暗い部分
をより明るくしたい時、明るくしたいゾーンを選択し、
タッチパネル１０４のタッチ操作により光量を明るくす
ることができる。また、明るすぎる部分をより暗くさせ
たい時、選択スイッチ１０９を押すことで、モード切り
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替えが行われ、暗くさせたいゾーンを選択してタッチ操
作で暗くさせることができる。
【０１１９】パネルのゾーンを複数回押すことで光量の
階調表現ができ、明るさのレベルを選べる。本実施の形
態によれば、整列タイプの光伝達手段を有し、光伝達手
段においてテーパ１０２による光伝達光学系を備え、損
失の少ない伝達をおこなうことで光変調デバイス２５と
撮像素子の位置対応を達成することができ、被写体に供
給される光量の制御が可能となる。
【０１２０】また、凹凸の激しい被写体においてもタッ
チパネル１０４を用い観察者の好み等に応じてゾーン分
割された任意の部分ごとの光量を制御できるため観察し
やすい内視鏡像がえられる。
【０１２１】つまり、新規操作パネル１０１をもうけ、
観察者の操作により、モニタ５に映し出される内視鏡像
の光量が制御できるので、患部とその周辺だけを適量な
光量にし観察しやすい内視鏡像が得られる。その他第１
の実施の形態と同様の効果も得られる。
【０１２２】（第６の実施の形態）次に本発明の第６の
実施の形態を図１４及び図１５を参照して説明する。な
お、第１の実施の形態と同様の構成要素には同じ番号を
付し、その説明を省略する。本実施の形態は、整列タイ
プの光伝達手段に効率よく光を集光させるのに光ファイ
バに対応したマイクロレンズを用い精度良く照明光の制
御を行う装置である。
【０１２３】図１４に示す内視鏡装置１１１は硬性内視
鏡１１２と、これに装着したテレビカメラ１１３と、光
源装置１１４とＣＣＵ４とモニタ５とから構成される。
硬性内視鏡１１２は硬質の挿入部１１６と、その後端に
設けた把持部１１７と、この後端に設けた接眼部１１８
とを有する。また、硬性内視鏡１１２には整列タイプの
光伝達手段としてのライトガイド１２１が挿通され、こ
のライトガイド１２１は把持部１１７から延出されたラ
イトガイドケーブル１２２内を挿通され、その端部のラ
イトガイドコネクタ１２３が光源装置１１４に装着され
る。
【０１２４】そして、光源装置１１４から供給される照
明光をライトガイド１２１で伝送し、挿入部１１６の先
端部側の端面からさらにプロジェクションレンズ１２４
を経て被写体側に照射する。
【０１２５】被写体は対物レンズ１２６により結像さ
れ、その像はリレーレンズ系１２７により後方の接眼部
１１８側に伝送される。そして、接眼部１１８に装着さ
れたテレビカメラ１１３のカメラヘッド部１２８内に設
けた結像レンズ１２９によりＣＣＤ１３０に結像され
る。このＣＣＤ１３０の撮像面の前には色分離フィルタ
１３１が取り付けてある。
【０１２６】このＣＣＤ１３０はカメラヘッド部１２８
から延出されたケーブル１３２内に挿通された信号線１
３３と接続され、ケーブル１３２の後端のコネクタ１３
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４をＣＣＵ４に接続することにより、ＣＣＤ１３０はＣ
ＣＵ４内のＣＣＤ駆動回路４１と映像信号処理回路４２
とに接続される。このＣＣＵ４は第１の実施の形態で説
明したものと同じ構成である。
【０１２７】また、本実施の形態における光源装置１１
４は第１の実施の形態で説明したように光源ランプ２１
を有する。この光源ランプ２１の光は赤外カットフィル
タ１３５で赤外成分がカットされて、集光レンズ２２に
入射し、この集光レンズ２２で集光されてインテグレー
タ２３に入射し、このインテグレータ２３の出射光はレ
ンズ２４で平行な光束にされて光変調デバイス２５に入
射される。この光変調デバイス２５で反射により光変調
された光は本実施の形態ではマイクロレンズ群１３６を
経て整列タイプの光伝達手段としてのライトガイド１２
１の端面に照明光を結像させるようにして照明光を供給
する。
【０１２８】図１５はマイクロレンズ群１３６の拡大図
を示す。光変調デバイス２５により制御されてきた照明
光は、マイクロレンズ群１３６のある一つのマイクロレ
ンズ１３７が光伝達手段としてのライトガイド１２１の
１つの光ファイバ１３８に対応している構成になってい
る。
【０１２９】そして、第１の実施の形態と同様に光変調
デバイス２５により制御された照明光は、マイクロレン
ズ群１３６により、硬性内視鏡１１２のライトガイド１
２１における対応する１つ１つのの光ファイバ１３８に
それぞれ入射され、照明光をむらなく伝送でき、かつ、
ライトガイド１２１のＮＡ（入射角、または伝送される
入射角の範囲をあらわす）を確保することができる構成
になっている。
【０１３０】次に本実施の形態の作用を説明する。内視
鏡観察において、光源装置１１４側から被写体に照明光
を供給する時、整列タイプのライトガイド１２１におけ
るそれぞれの光ファイバ１３８にそれぞれマイクロレン
ズ１３７が対応しているので、光ファイバ１３８のＮＡ
が制御することができ、最適なＮＡを設定できる。つま
り、照明光をライトガイド１２１に伝送する時の損失を
少なくさせることができ、また、マイクロレンズ照明光
を内視鏡先端に光のむらなく伝送することができる。
【０１３１】光変調デバイス２５により制御された光を
むらなく被写体に照射できるので、前記実施の形態にお
けるエレメントによる光の制御が精度良くでき、かつ光
の伝送における損失を少なくでき明るさを保つことがで
きる。
【０１３２】つまり、本実施の形態では整列タイプの光
伝達手段を有し、光伝達手段においてマイクロレンズ１
３７による光伝達光学系を備え、損失の少ない伝達をお
こなうことで光変調デバイス２５と撮像素子の位置対応
を達成することができ、被写体に伝達される光の制御が
可能となる。
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【０１３３】［付記］
１．被写体を撮像する撮像デバイスと、該被写体に照明
光を供給する光源ランプとを有する内視鏡装置であっ
て、前記光源ランプの光路上に設けられ、光束を制限す
る複数の光学要素を２次元配列させた光変調デバイス
と、前記複数の光学要素を所定の領域のなすように制御
する制御手段と、前記制御手段より制御された光学要素
を介した照明光を被写体に導光させ得られる配光位置
を、前記撮像デバイスにて撮像された映像信号により検
出する検出手段と、前記検出結果を配光位置情報として
記憶する記憶手段と、前記撮像デバイスによって得られ
た被写体の映像信号の平均値を検出する検波手段と、前
記平均結果と前記撮像デバイスより得られた映像信号と
を比較する比較手段と、前記比較手段の結果に基づき、
前記記憶手段より前記配光位置情報を読み出し、読み出
された情報に基づいて、前記光学要素を制御する制御手
段と、を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
【０１３４】２．被写体に照明光を供給する光源ランプ
と、前記光源ランプの光路上に設けられ、光束を制限す
る複数の光学要素を２次元配列させた光変調デバイス
と、前記複数の光学要素を介し、２次元配列により複数
の光束に分割された第１の整列光束を前記被写体に照射
し、且つ前記被写体から第１の整列光束の反射光を伝送
し複数の光束に分割された第２の整列光束を形成する像
伝送可能な導光手段と、前記複数に分割された第２の整
列光束の光路上の各々に前記反射光を検出する複数の撮
像画素を２次元配列させた撮像デバイスと、前記撮像画
素の検出結果に基づいて、前記光学要素を制御する制御
手段と、を備えたことを特徴とする内視鏡装置。
【０１３５】３．照明光を発生する光源ランプを備えた
光源装置と、前記照明光を伝送する導光手段を介して被
写体を照明すると共に、被写体を撮像する撮像デバイス
を備えた内視鏡とを備えた内視鏡装置において、前記光
源装置の照明光路上に２次元的に複数の光学素子が配置
され、駆動信号の印加により各光学素子の反射或いは透
過特性により前記導光手段側に供給される照明光を制限
可能とする光学デバイスと、前記導光手段を経て被写体
側へ２次元的な広がりをもつ照明光の照射における各照
明エリアに寄与する各光学素子と前記各照明エリアを撮
像する撮像デバイスにおける各撮像素子とを対応つける
対応付け手段と、前記撮像デバイスによる出力信号から
明るさ信号を検出する明るさ信号検出手段と、前記明る
さ信号を基準の明るさと比較する比較手段と、前記比較
手段からの出力信号で光学デバイスを駆動する駆動信号
を生成する制御を行う制御手段と、を備えたことを特徴
とする内視鏡装置。
【０１３６】４．前記対応付け手段は１つ以外の全ての
光学素子を遮光する状態に設定して１つの光学素子によ
り、被写体側を照明した場合の照明エリアを撮像した撮
像デバイスのピークが得られる画素の撮像素子を検出す
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る操作を全ての光学素子に対して行った場合における照
明エリアの形成に寄与した光学素子とその場合の撮像素
子との対応情報を記憶する記憶手段で形成される付記３
記載の内視鏡装置。
５．前記対応付け手段は前記光学デバイスで反射或いは
透過した２次元的な広がりをもつ照明光を像伝送機能を
持つ導光手段で伝送して被写体側を照明し、かつ前記導
光手段で被写体側からの戻り光を伝送して、撮像デバイ
スに結像する前記導光手段が照明及び撮像の両光学系を
兼ねることにより、各照明エリアに寄与する各光学素子
と前記各照明エリアを撮像する撮像デバイスにおける各
撮像素子とを対応つけるようにした付記３記載の内視鏡
装置。
【０１３７】６．前記比較手段は明るさ信号が観察に適
した明るさ範囲に対応する基準の明るさから逸脱してい
るか否かの出力信号を出力する付記３記載の内視鏡装
置。
７．前記制御手段は前記比較手段の出力信号により、明
るすぎると判断された部分の照明に寄与する光学素子に
よる照明光量を抑制する付記３記載の内視鏡装置。
８．前記制御手段は前記比較手段の出力信号により、暗
すぎると判断された部分の照明に寄与する光学素子によ
る照明光量を増大させる付記３記載の内視鏡装置。
９．前記光学デバイスはデジタルマイクロミラーデバイ
スもしくは液晶パネルであることを特徴とする付記３記
載の内視鏡装置。
【０１３８】１０．各光学素子光学デバイス被写体を撮
像する撮像素子と、該被写体に照明光を供給する光源ラ
ンプとを有する内視鏡装置であって、前記光源ランプの
光路上に設けられ、光束を制限する複数の光学素子を２
次元配列させた光変調デバイスと、前記複数の光学素子
を所定の領域のなすように制御する制御手段と、前記制
御手段より制御された光学素子を介した照明光を被写体
に導光させ得られる配光位置を、前記撮像素子にて撮像
された映像信号により検出する検出手段と、前記検出結
果を配光位置情報として記憶する記憶手段と、前記撮像
素子によって得られた被写体の映像信号の平均値を検出
する検波手段と、前記平均結果と前記撮像素子より得ら
れた映像信号とを比較する比較手段と、前記比較手段の
結果に基づき、前記記憶手段より前記配光位置情報を読
み出し、読み出された情報に基づいて、前記光学素子を
制御する制御手段と、を具備したことを特徴とする内視
鏡装置。
【０１３９】１１．前記光変調デバイスがデジタルマイ
クロミラーデバイスもしくは液晶パネルであることを特
徴とする付記１０記載の内視鏡装置。
１２．内視鏡の先端部に照明光を導光するライトガイド
と、前記ランプの出射光を所定の光束に形成し、且つ前
記光変調デバイスに導光させる第１の光学系と、前記光
変調デバイスを介した照明光をライトガイドの端部に集
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光させる第２の光学系とを備えた付記１０記載の内視鏡
装置。
【０１４０】１３．被写体を撮像する撮像素子と、照明
光を供給する光源ランプとを有する内視鏡装置であっ
て、内視鏡の先端に照明光を伝達する光伝達手段と、ラ
ンプの出射光を所定の光束に形成する第１の光学系と、
前記光伝達手段の端部に照明光を集光させる第２の光学
系と、前記第１と第２の光学系との間の光路上に設けら
れ、照明光を遮光もしくは減衰させる２次元配列された
エレメントを有する光変調デバイスと、このエレメント
毎に遮光時間もしくは減衰量を制御する制御手段と、撮
像素子によって、得られた映像信号を平均化する検波手
段と、前記検波結果と各画素との差が所定値以上の画素
を検出する比較手段とを具備し、前記制御手段が光変調
デバイスのエレメントの各々もしくは分割された領域毎
に順次遮光もしくは導光させ、この時に撮像素子により
得られる配光位置を記憶する記憶手段を設け、前記比較
手段の結果に基づき、前記記憶手段より情報を読み出
し、前記制御手段が光変調デバイスの遮光領域を変更す
ることを特徴とする内視鏡装置。
【０１４１】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、被
写体を撮像する撮像デバイスと、該被写体に照明光を供
給する光源ランプとを有する内視鏡装置であって、前記
光源ランプの光路上に設けられ、光束を制限する複数の
光学要素を２次元配列させた光変調デバイスと、前記複
数の光学要素を所定の領域のなすように制御する制御手
段と、前記制御手段より制御された光学要素を介した照
明光を被写体に導光させ得られる配光位置を、前記撮像
デバイスにて撮像された映像信号により検出する検出手
段と、前記検出結果を配光位置情報として記憶する記憶
手段と、前記撮像デバイスによって得られた被写体の映
像信号の平均値を検出する検波手段と、前記平均結果と
前記撮像デバイスより得られた映像信号とを比較する比
較手段と、前記比較手段の結果に基づき、前記記憶手段
より前記配光位置情報を読み出し、読み出された情報に
基づいて、前記光学要素を制御する制御手段と、を設け
ているので、撮像デバイスからの出力信号に例えば明る
すぎるような部分が存在しても比較手段による出力信号
で光変調デバイスの駆動を制御してその明るすぎる部分
に寄与する光学要素からの照明光を制限することによ
り、観察に適した明るさに設定して内視鏡検査し易い内
視鏡像が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の内視鏡装置の外観
図。
【図２】図１の内部構成を示すブロック図。
【図３】図２の主要部を光変調デバイスとＣＣＤ画素と
の対応付けの作業動作の様子を示す図。
【図４】ピーク点検出回路の構成を示すブロック図。
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【図５】光変調デバイスのエレメントとライトガイドの
ファイバ径との関係を示す図。
【図６】初期設定時における光変調デバイスとＣＣＤ画
素との対応付けの処理内容を示すフローチャート図。
【図７】内視鏡観察時における輝点／暗点が存在した場
合に適正な明るさに補正する処理を行う処理内容を示す
フローチャート図。
【図８】図７における動作説明図。
【図９】本発明の第２の実施の形態における光変調デバ
イスのエレメントとライトガイドのファイバ径との関係
を示す図。
【図１０】本発明の第３の実施の形態の内視鏡装置の構
成を示すブロック図。
【図１１】本発明の第４の実施の形態の内視鏡装置の構
成を示すブロック図。
【図１２】本発明の第５の実施の形態の内視鏡装置の構
成を示すブロック図。
【図１３】新規操作パネルの構成等を示す図。
【図１４】本発明の第６の実施の形態の内視鏡装置の構
成を示すブロック図。
【図１５】マイクロレンズ群によるライトガイドへ照明
光を供給する様子を示す図。
【図１６】判別回路の内部構成を示す回路図。
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…電子内視鏡
３…光源装置
４…ＣＣＵ
５…モニタ
６…挿入部
７…操作部
８…ライトガイド
９…ライトガイドコネクタ
２１…光源ランプ
２２…集光レンズ
２３…インテグレータ
２５…光変調デバイス（ＤＭＤ）
２６…集光レンズ
２７…ＤＭＤ制御信号生成回路
２８…ＤＭＤ駆動回路
２９…制御回路
３２…光学レンズ
３４…対物レンズ
３５…ＣＣＤ
４１…ＣＣＤ駆動回路
４２…映像信号処理回路
４３…ＴＧ
４４…判別回路
４５…ピーク点検出回路
４６…ＲＯＭ
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４７…ＣＰＵ
４８…ＲＡＭ *
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*４９…１対１アドレスメモリ
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